
 

平成１７年３月２日 

農林水産省生産局 

食料・農業・農村政策審議会 生産分科会 

第11回畜産企画部会の概要について  

１．日 時  平成１７年３月１日（火） １３：３０～１６：０５ 

２．場 所  東京都千代田区九段南２－１－５ 三番町分庁舎 

３．出席者 

  委員等：別紙のとおり[PDF] 

  事務局：畜産部長、畜産企画課長、畜産振興課長、牛乳乳製品課長、食肉鶏卵課

長、消費・安全局衛生管理課長 ほか 

４．意見交換 

  事務局より、「酪農及び肉用牛生産の近代化を図るための基本方針（案）」及び

「家畜及び鶏改良増殖目標（案）」に関する説明が行われた後、意見交換が行われ、

委員からの主な発言は、以下のとおり。 

 

【国際化の進展に対応し得る産業構造の確立】 

 ○ 現在飼料生産を担っているのは５０代が主体であり、今後１０年を考えた場合、

コントラクターの整備はますます重要。また、コントラクターの立ち上げ、推進に

は専門的な知識を有するコーディネーター的な人材が必要である。 

 ○ 「飼い直し」は広く一般に用いられている言葉ではないので、「いわゆる飼い直

し」という表現にすべきではないか。 

 ○ 人材の育成・確保のポイントの記述について、「女性が活躍しやすい環境整備」

のためには、「家族経営協定の締結促進による女性の認定農業者の拡大」だけでは

ないので、もう少し書き込むべき。 

 

【畜産における食育の推進】 

 ○ 国民一人一人が自らの「食」について考える習慣を身につけ、生涯を通じて健全

で安心な食生活を実現することが大切であり、理解したことをどう行動に結びつけ

ていくかが食育のポイントであることからすれば、「理解増進」という言葉の多用

は、理解することだけが目的であるかのような印象を受ける。 

 

【流通飼料の安定的な供給】 

 ○ 濃厚飼料の自給率を上げていくため、食品製造副産物等の未利用資源の活用に向

け、食品工場と連携して思い切ったことをやっていく必要があるのではないか。 

 

【家畜改良の推進】 

 ○ 北海道は今後ますます後継牛供給基地としての機能が高まることを踏まえれば、

平均的に能力を向上させるだけでなく、改良素材としての利用の観点から産乳性や



体型等のバラツキを考慮することも必要ではないか。 

 ○ 肥育牛の情報は、種雄牛の改良にはもちろん必要であるが、経営改善にも役立つ

ことから繁殖経営までフィードバックする仕組みが重要である。 

 

【需要の長期見通し、生産数量の目標等】 

 ○ 需要の長期見通し及び生産の目標については、関係者の努力を促すためにも、現

状値と目標値を併記して示すべき。 

 

【近代的な酪農経営及び肉用牛経営の基本的指標】 

 ○ 放牧やコントラクターについては様々な利用形態があることを踏まえれば、指標

において１０年後の利用の在り方を示す意味でも注釈等をつけてはどうか。 

 ○ 複合経営については、粗収入や経営費等の内訳を入れられないか。 

 

【集送乳及び乳業の合理化に関する事項】 

 ○ 生乳については、北海道から都府県への移出量が増加していく中で、指定団体の

機能の充実、乳業プラントをどう配置するかといった視点が必要。 

 ○ 輸入乳製品は価格の優位性だけでなく、オーガニック製品など品質面から輸入さ

れている製品もあることから、国産乳製品についても品質面の向上を図るべき。 

  

問合せ先 

生産局畜産部畜産企画課 松本、歌丸

℡ 03-3502-8111（内線3865, 3866） 

  03-3501-1083（直通） 
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